
伊勢崎市個人番号カード利用条例をここに公布する。 

  令和６年６月２７日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



伊勢崎市条例第２１号 

伊勢崎市個人番号カード利用条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「法」という。）第１８

条の規定に基づく個人番号カードの利用に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

（利用事務） 

第２条 法第１８条第１号に規定する条例で定める事務は、タクシー活用事業

に関する事務とする。 

（利用手続） 

第３条 個人番号カードの交付を受けている、又は受けようとする者で、個人

番号カードを利用して前条に規定する事務に係るサービス（以下「サービス」

という。）の提供を受けようとするものは、規則で定めるところにより、市

長に対し、利用申請を行わなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、規則で定めるところにより、当該申

請をした者の個人番号カードに、サービスの提供に関し必要な情報を記録す

るものとする。 

（委任） 

第４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

 

伊勢崎市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年６月２７日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 

 

 



伊勢崎市条例第２２号 

伊勢崎市市税条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市市税条例（平成１７年伊勢崎市条例第７５号）の一部を次のように

改正する。 

 第３４条の７第１項中「若しくは金銭」を削り、同項第９号を次のように改

める。 

⑼ 所得税法第７８条第２項第４号に規定する公益信託の信託財産とするた

めに支出した当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金 

第５６条中「第６４条第４項」を「第１５２条第５項」に改める。 

附則第４条の２を削る。 

附則第１０条の２中第１５項を第１６項とし、第７項から第１４項までを１

項ずつ繰り下げ、第６項の次に次の１項を加える。 

７ 法附則第１５条第２５項第２号に規定する設備について同号に規定する市

町村の条例で定める割合は、７分の６とする。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 第５６条の改正規定 令和７年４月１日 

 ⑵ 第３４条の７第１項の改正規定、附則第４条の２を削る改正規定及び次

条の規定 公益信託に関する法律（令和６年法律第３０号）の施行の日

の属する年の翌年の１月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第３条

第１項の規定の適用がある場合における前条第２号に掲げる規定による改正

後の伊勢崎市市税条例第３４条の７第１項（第９号に係る部分に限る。）の

規定の適用については、同号中「寄附金」とあるのは、「寄附金（所得税法

等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第３条第１項の規定に

よりなおその効力を有するものとされる同法第１条の規定による改正前の所

得税法第７８条第３項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。）」



とする。 

 

伊勢崎市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年６月２７日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



伊勢崎市条例第２３号 

伊勢崎市手数料条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市手数料条例（平成１７年伊勢崎市条例第８０号）の一部を次のよう

に改正する。 

第４条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、手数料を納付しようとする者が地方自治法第２

３１条の２の３第１項に規定する指定納付受託者に納付を委託したときは、

別に定めるところにより当該指定納付受託者が当該手数料を納付することが

できる。 

附 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

 

伊勢崎市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例及

び伊勢崎市指定介護予防支援等の事業に係る基準等を定める条例の一部を改正

する条例をここに公布する。 

  令和６年６月２７日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



伊勢崎市条例第２４号 

伊勢崎市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条    

例及び伊勢崎市指定介護予防支援等の事業に係る基準等を定める条例の

一部を改正する条例 

（伊勢崎市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正） 

第１条 伊勢崎市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める

条例（平成２７年伊勢崎市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「員数」の次に「（伊勢崎市地域包括支援センター運営協

議会（以下「運営協議会」という。）が第１号被保険者の数及び地域包括支

援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方

法（当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援セ

ンターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地

域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をい

う。）によることができる。次項において同じ。）」を加え、同条第２項中

「前項の」を「第１項の」に、「伊勢崎市地域包括支援センター運営協議会

（以下「運営協議会」という。）」を「運営協議会」に改め、同項第１号及び

第２号中「前項各号」を「第１項各号」に改め、同項第３号中「前項第１号」

を「第１項第１号」に、「前項第２号」を「同項第２号」に改め、同項を同

条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、運営協議会が地域包括支援センターの効果的

な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当する

区域を１の区域として、当該区域内の第１号被保険者の数について、おお

むね３，０００人以上６，０００人未満ごとに同項各号に掲げる常勤の職

員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該

区域内の１の地域包括支援センターがそれぞれ同項の基準を満たすものと

する。この場合において、当該区域内の１の地域包括支援センターに置く

べき常勤の職員の員数の基準は、同項各号に掲げる者のうちから２人とす

る。 

（伊勢崎市指定介護予防支援等の事業に係る基準等を定める条例の一部改正） 



第２条 伊勢崎市指定介護予防支援等の事業に係る基準等を定める条例（平成

２７年伊勢崎市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

第１４条第１号中「第１４０条の６６第１号ロ⑵」を「第１４０条の６６

第１号イ」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

伊勢崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年６月２７日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



伊勢崎市条例第２５号 

伊勢崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

伊勢崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年伊勢崎市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

第３０条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３

０人」を「２５人」に改める。 

第３２条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３

０人」を「２５人」に改める。 

第４５条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３

０人」を「２５人」に改める。 

第４８条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３

０人」を「２５人」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすお

それがあるときは、当分の間、この条例による改正後の第３０条第２項、第３

２条第２項、第４５条第２項及び第４８条第２項の規定は、適用しない。この

場合において、この条例による改正前の第３０条第２項、第３２条第２項、第

４５条第２項及び第４８条第２項の規定は、この条例の施行の日以後において

も、なおその効力を有する。 

 

伊勢崎市営住宅設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年６月２７日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 

 



伊勢崎市条例第２６号 

伊勢崎市営住宅設置条例の一部を改正する条例 

 伊勢崎市営住宅設置条例（平成１７年伊勢崎市条例第１６９号）の一部を次

のように改正する。 

 別表第１伊勢崎市赤堀草倉住宅の項を削る。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


